
　　　　　　

摂津市議会

駅前等再開発特別委員会記録

平成２３年３月１７日

摂 津 市 議 会



目 　 　 　 次

駅前等再開発特別委員会

３月１７日

会議日時、場所、出席委員、説明のため出席した者、出席した議会事務局

職員、審査案件 1

開会の宣告 2

市長あいさつ

委員会記録署名委員の指名 2

議案第１号所管分、議案第９号所管分の審査 2

　補足説明（都市整備部長）

　質疑（弘豊委員、三好義治委員、上村高義委員、南野直司委員）

採決 26

閉会の宣告 26



駅 前 等 再 開 発 特 別 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２３年３月１７日（金）　午前１０時　７分　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後　０時１２分　閉会　　　　　　　　　

１．場所

第二委員会室

１．出席委員
委 員 長 木村勝彦  副委員長 渡辺慎吾  委　　員 大澤千恵子
委　　員 南野直司  委　　員 上村高義  委　　員 弘　　豊

　　委   長 三好義治 

１．欠席委員
なし


１．説明のため出席した者
市　長　森山一正 副市長　小野吉孝
都市整備部長　小山和重 同部次長　大田博和 同部参事　吉田和生
まちづくり支援課長　土井正治　同課参事　磯崎秀彦 都市計画課長　新留清志
同課参事　西川　聡 同課参事　三輪知広

１．出席した議会事務局職員
事務局局次長　藤井智哉　　　同局書記　田村信也

１．審査案件
　　議案第１号　平成２３年度摂津市一般会計予算所管分
　　議案第９号　平成２２年度摂津市一般会計補正予算（第５号）所管分
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（午前１０時７分開会）

○木村勝彦委員長　ただいまから駅前等

再開発特別委員会を開会いたします。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　先日来、本会議、また、委員会等々で

お疲れのところ、大変ご苦労さまでござ

います。

　ご承知のとおり東北地方で大変な大惨

事が起こっております。このことは東北

のみならず、国家の危機と言ってもいい

と思います。そういう意味では我々、大

阪におきましても、よそごとではござい

ません。そんなことで、遠く離れており

ますけれども、当市におきましても全力

を挙げて復旧支援に目を向けていきたい

と思います。

　そういった中でございますが、本日、

委員会をお持ちいただきまして、本当に

ありがとうございます。きょうは、過日

の本会議で付託されました所管分につい

て、ご審議を賜ることになろうかと思い

ますが、どうぞ慎重審議の上、ご承認、

ご可決いただきますよう、よろしくお願

いいたします。

　一たん退席いたしますが、どうぞ最後

までよろしくお願いいたします。

○木村勝彦委員長　あいさつが終わりま

した。

　本日の委員会記録署名委員は、渡辺委

員を指名します。

　審査の順序につきましては、第１号所

管分、及び第９号所管分を一括で審査を

行うことに異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○木村勝彦委員長　異議なしと認めます。

　そのように決定しました。

　暫時休憩します。

（午前１０時８分　休憩）

（午前１０時９分　再開）

○木村勝彦委員長　再開します。

　議案第１号所管分、及び第９号所管分

の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　小山都市整備部長。

○小山都市整備部長　それでは、補足説

明をさせていただきます。

　議案第１号、平成２３年度摂津市一般

会計予算所管分のうち都市整備部におけ

る本委員会に付託されております内容に

つきまして、目を追って主なものについ

て補足説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、３６ペー

ジをお開き願います。

　款１４、国庫支出金、項２、国庫補助

金、目３、土木費国庫補助金、節１、都

市計画費補助金のうち社会資本整備総合

交付金は、南千里丘まちづくり事業にか

かる交付金でございます。

　５８ページをお願いします。款１９、

諸収入、項４、雑入、目２、雑入、節１、

雑収入は、上から１０行目、区画整理清

算金は南千里丘土地区画整理事業の完了

に伴います清算金でございます。

　次に、歳出でございますが、１４８ペー

ジをお願いします。

　款７、土木費、項４、都市計画費、目

２、街路事業費では、節８、報償費、節

９、旅費、及び節１１、需用費のうち阪

急正雀駅前地区整備支援事業、阪急京都

線連続立体交差事業、及び吹田操車場跡

地まちづくり事業にかかわる経費でござ

います。節１２、役務費は、都市計画道

路岸部千里丘線の整備に伴います用地な

どの鑑定料でございます。節１３、委託

料のうち物件補償算定委託料は都市計画

道路岸部千里丘線の整備に伴います補償

算定委託料で、連続立体交差事業調査委

託料は、連続立体交差事業が社会資本整
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備総合交付金事業として、国からの承認

を受けるため、市民と協働による意見交

換会の実施や市民意見を取り入れた社会

資本総合整備計画の作成などを行う委託

料でございます。節１７、公有財産購入

費は、都市計画道路岸部千里丘線整備に

伴います用地の買収費用でございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金のう

ち、大阪府連続立体交差事業協議会負担

金は、連続立体交差事業にかかる負担金

で、吹田操車場跡地まちづくり計画委員

会負担金、吹田操車場跡地土地区画整理

事業負担金、及び千里丘公園整備負担金

は、吹田操車場跡地まちづくりにかかる

負担金でございます。このうち吹田操車

場跡地土地区画整理事業負担金と千里丘

公園整備負担金は、独立行政法人都市再

生機構に依頼した土地区画整理事業及び

千里丘公園整備事業に対する国庫補助に

伴います市の負担金でございます。

　節２２、補償、補填及び賠償金は都市

計画道路岸部千里丘線の整備に伴います

物件移転補償費でございます。

　次に、１５０ページをお願いします。

目５、再開発事業費では、節８、報償費、

節９、旅費、及び節１１、需用費は、千

里丘西地区市街地再開発支援事業にかか

わる経費でございます。目６、南千里丘

まちづくり事業費では、節８、報償費、

節９、旅費、及び節１１、需用費は、南

千里丘まちづくり事業にかかる事務執行

経費でございます。

　節１３、委託料は、まちづくり整備調

査委託料で、南千里丘まちづくりにかか

わります、まちづくり交付金の事後評価、

検討業務委託でございます。

　節１５、工事請負費は、この後、補正

予算でも関連して説明させていただきま

すが、休日応急診療所等解体撤去、及び

市民文化ホール前整備工事など、まちづ

くり整備工事費でございます。

　次に、１５２ページをお願いします。

目７、土地区画整理事業費では、節９、

旅費、及び節１１、需用費は、南千里丘

土地区画整理事業にかかる事務執行経費

でございます。

　節１３、委託料は、区画整理事業調査

委託料で、南千里丘土地区画整理事業完

了に伴います資料等作成にかかわります

委託料でございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

南千里丘土地区画整理事業の完了に伴い

ます清算金でございます。

　以上、予算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

　続きまして、議案第９号、平成２２年

度摂津市一般会計補正予算（第５号）所

管分のうち、都市整備部における本委員

会に付託されております内容につきまし

て、目を追って主なものについて補足説

明をさせていただきます。

　歳入でございますが、２０ページをお

開き願います。款１４、国庫支出金、項

２、国庫補助金、目３、土木費国庫補助

金、節１、都市計画費補助金のうち、社

会資本整備総合交付金は事業確定により

減額いたすものでございます。

　２２ページをお願いします。款１５、

府支出金、項３、委託金、目３、土木費

委託金、節２、都市計画費委託金のうち、

連続立体交差事業調査委託金は、平成２

０年度より進めております連続立体交差

事業のうち、大阪府より受託した本年度

調査委託の清算差額を減額いたすもので

ございます。

　款１６、財産収入、項１、財産運用収

入、目１、財産貸付収入、節１、土地建

物貸付収入は、吹田操車場跡地土地区画

整理事業区域内の市用地を西日本旅客鉄

道株式会社へ貸し付けた土地貸付収入で
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ございますが、貸付期間の延長に伴いま

して増額をするものでございます。

　２４ページをお願いします。項２、財

産売払収入、目１、不動産売払収入、節

１、土地売払収入は、吹田操車場跡地に

おいて、市が取得した用地の一部が河川

用地等、公共施設用地として確保する必

要が生じたことにより独立行政法人鉄道

建設・運輸施設整備支援機構に売却を行っ

たものでございます。

　次に、歳出でございますが、６０ペー

ジをお願いします。款７、土木費、項４、

都市計画費、目２、街路事業費では、節

８、報償費は阪急正雀駅前地区整備支援

事業及び吹田操車場跡地まちづくり事業

にかかる経費の執行差金でございます。

　節１２、役務費は、都市計画道路岸部

千里丘線の整備に伴います土地及び建物

などの鑑定料で、用地交渉の進捗状況か

ら減額いたすものでございます。

　節１３、委託料は、吹田操車場跡地利

用検討業務委託料と連続立体交差事業調

査委託料は、委託業務実施に伴います契

約差金でございます。

　６２ページをお願いします。節１９、

負担金、補助及び交付金は阪急京都線連

続立体交差事業と吹田操車場跡地まちづ

くり事業の協議会負担金の執行差金でご

ざいます。

　節１２、補償、補填及び賠償金は、都

市計画道路岸部千里丘線の整備に伴いま

す移転補償費で用地交渉の進捗状況から

減額するものでございます。

　目６、再開発事業では、節８、報償費、

節９、旅費、及び節１１、需用費は、千

里丘西地区市街地再開発支援事業にかか

わる経費の執行差金でございます。

　目７、南千里丘まちづくり事業では、

節８、報償費、及び節１３、委託料は、

南千里丘まちづくり事業にかかわる経費

の執行差金でございます。節１５、工事

請負費は、この後、ご説明いたしますが、

継続費の年割額を次年度へ補正を行った

ことに伴いまして、減額するものでござ

います。

　７ページをお願いします。第２表、継

続費の補正は、南千里丘まちづくり事業

における平成２２年度の継続費のうち、

休日応急診療所等解体撤去、及び市民文

化ホール前整備工事などのまちづくり整

備工事費を平成２３年度の年次額に補正

を行うものでございます。

　最後に８ページ、第３表、繰越明許費

のうち３行目、吹田操車場跡地まちづく

り事業につきまして、土地区画整理事業

に対する国費補助に伴います市負担金で

ございますが、独立行政法人鉄道建設・

運輸施設整備支援機構による上り貨物線

の移転が遅れたことにより、工事着手が

遅れ、本年度の執行が困難となり、２，

５０５万６，０００円を来年度に明許繰

越を行うものでございます。

　以上、補正予算内容の補足説明とさせ

ていただきます。

○木村勝彦委員長　説明が終わり、質疑

に入ります。

　弘委員。

○弘豊委員　それでは、私のほうから何

点かご質問をさせていただきたいと思い

ます。

　項目は、予算概要でページを拾ってお

りますので、ご参照下さい。

　９０ページで、阪急京都線連続立体交

差事業にかかわる調査委託料で、５００

万円と計上されております。ご説明のあっ

た意見交換会等々を行っていかれるとい

うことでありますけれども、周辺地域の

説明会、どのような説明をされるご予定

になっているのか、お聞かせいただけた

らと思っております。
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　続けて、９２ページの吹田操車場跡地

まちづくり事業にかかわってです。その

中の大きくは、この新年度１億７，１６

６万３，０００円ということで計上され

ておりますけれども、この計画の今後の

資金、全体でどれぐらいで見込まれてい

くのか、今後の全体の資金計画のところ

をお示し願えたらと思います。

　それから、項目で物件移転補償費なん

ですけれども、先ほど補正予算のほうで

前年度は３，５００万円組まれていたの

が、補正では執行はされなくて、そのま

ま未執行になっていますが、新年度分で

は１，５００万円というふうなことで、

この移転補償費のほうは減っております

が、その点のところをご説明いただけた

らと思います。

　次に、予算概要の９４ページで南千里

丘まちづくり事業にかかわってです。今

回、まちづくり整備工事ということで５，

９００万円、これは、先ほど説明されま

したけれども、取り壊し工事です。休日

応急診療所の取り壊し工事にかかわって

遅れが生じ、今回、こういうことになっ

ておりますけれども、以前にも説明いた

だきましたが、下水道に流す水の関係で

処理の方法が変わったというようなこと

ですが、再度、工事費用として、どういっ

た変化があったのかという具体的中身に

ついてお聞きしておきたいと思います。

○木村勝彦委員長　三輪参事。

○三輪都市計画課参事　それでは、連続

立体交差事業に関しましての周辺地域の

市民の方への説明内容について、答弁さ

せていただきます。

　周辺地域の住民の方への説明なんです

が、大阪府の事業評価委員会にかかわり

ます周辺まちづくりの計画の取りまとめ

ということで、３年間の国費調査を行っ

ていきました内容のご報告と平成２２年

度に調査いたしましたアンケート調査の

報告を、まず､メインにさせていただき

まして、その後、大阪府の事業の位置づ

けがなされた後に、周辺のまちづくりに

ついて沿線住民の方とワークショップ形

式で懇談会を行いながら今後のまちづく

りについて一緒に、いろいろと意見交換

をしていきたいと、そう考えております。

○木村勝彦委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　それでは、

吹田操車場跡地に関するご質問にお答え

させていただきます。

　まず、１点目、吹田操車場跡地まちづ

くりに関する今後の資金計画はというご

質問ですけれども、概算では既に執行さ

せていただいております用地費が１４億

円、それと区画整理事業に対します負担

金として２億円、千里丘公園整備負担金

として６億円。それと周辺工事として１

億円、総額２３億円という形でございま

す。

　既に１４億円の用地費については執行

させていただいている状況でございます。

　それと移転補償費、平成２２年度と平

成２３年度の額の差ということで、ご質

問ですけれども、平成２２年と平成２３

年では、予算の振り分けを変えておりま

す。昨年は鑑定費と３，５００万円の補

償費という形で３，７００万円を計上さ

せていただいているんですけれども、今

年度につきましては、役務費としまして

４０万円、これは用地補償の鑑定料とし

て計上させていただいております。

　それと委託料として物件補償鑑定委託

料、これで１６０万円を計上させていた

だいております。

　それと土地購入費として２，０００万

円、それと移転補償費として１，５００

万円、合計しますと３，７００万円、昨

年度と同様の金額を計上させていただい
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ているものでございます。

○木村勝彦委員長　西川参事。

○西川都市計画課参事　弘委員のご質問

の南千里丘まちづくり事業についての平

成２３年度予算、まちづくり整備工事５，

９００万円について、工事を延期する理

由について、詳しくご説明させていただ

きます。それから、５，９００万円の内

容についてご説明させていただきます。

　南千里丘まちづくり事業の中には休日

応急診療所解体及び文化ホール前整備工

事がございます。それと、今回、もう１

件、境川進入路撤去工事というのがござ

いまして、その２件について工期を延期

させていただくということを考えており

ます。

　休日応急診療所の解体工事につきまし

ては、平成２２年３月２３日から平成２

３年２月２８日まで、約１０か月間の工

期を設定しておりましたが、先ほどちょっ

と下水の話があったんですが、施行途上

において通常解体工事で散水を行うんで

すが、周辺の住民の方から、その散水に

ついて公共下水道や公有水面に流すこと

が問題ではないかという苦情が寄せられ

ました。その後、簡易な水質検査を行っ

た結果、ｐＨ値について、一部公共下水

道の基準を超過するおそれがあるという

ことで、その後、その対策を検討すると

いうことで約１か月間、工事を停止しま

した。その分の遅れが出てきております。

　また、当初から、隣接する文化ホール

のイベント等に影響を与えないために音

や騒音等に配慮した工事を行っているこ

とで制約がかかっておりまして、若干、

工事のほうが遅れてきておったという状

況がございまして、今回、年度を越えて

延期することになったものです。

　それから、同様に境川の進入路撤去工

事におきましては、同じく個人から借地

をしたところのダイヘンの進入路を撤去

する工事だったんですが、文化ホールの

イベントにあわせて、そこを仮駐車場と

して使用しておったんですが、休日応急

診療所の解体工事の影響を受けて同じく

年度を越えて工期延期を行いたいという

ものです。

　それから、５，９００万円の内容につ

きましては、それぞれ休日応急診療所の

工事、それから、境川の進入路撤去工事

についての、来年度、見込まれる予算額、

それぞれの増減を考慮した予算額として

５，９００万円を計上しております。

○木村勝彦委員長　弘委員。

○弘豊委員　それでは、再度お伺いしま

す。阪急連続立体交差事業の意見交換会、

周辺の説明会ということでお答えいただ

きましたが、ワークショップ形式で、い

ろいろ意見を上げてもらうということで

すが、周辺の地域の方ということでいい

ましたら、対象として、どういう形で募

集されるご予定になっているのか、その

点について再度、お聞かせいただきたい

と思います。

　それから、吹田操車場跡地の計画につ

いて、引き続き取り組んでいかれるとい

うようなことであります。この吹田操車

場跡地のまちづくりにかかわりましては、

やはり住宅が中心になる、また、そうい

うマンション開発がメインになるという

ことで、これまでも、南千里丘の計画と

の関係で、住宅供給が過剰じゃないかと

いうようなことも意見として、この間、

出ていたかというふうに思うんですけれ

ども、今後の資金計画としては、また、

今後の計画としては引き続き進めていか

れるというようなことになってくるかと

いうふうに思うんですけれども、本当に、

人口減少化が進む、今、続く中での今後

の計画については、なかなか厳しいもの
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も出てくるのかなというふうに考えてい

ます。

　まちづくり全体にかかわっては、良好

な環境と、また、市内の人口をふやして

いくというようなことでの取り組みは大

事なことであるとも考えていますし、千

里丘公園も防災の公園という観点も含め

て、今後、しっかり進めていってもらう

というようなことは鋭意、また、やって

いってもらうというようなことで、この

点については結構です。

　また、補償費の関係についてもご説明

いただき、少し項目が変わったことも理

解できました。

　あと南千里丘の工事にかかわって、最

初の質問のときにお伺いしたかと思うん

ですけれども、今回の工期が延びたこと、

また、工事の中身が変わったことにかか

わって、どの程度、その支出がふえたの

かというようなことについてが、お答え

がなかったと思うんですが、その点を、

お聞かせいただきたいというふうに思い

ます。

　それから、その散水のかかわりで下水

に入るのが問題だということで、それを

調査をされたということですが、具体的

に、その今回の、そういう指摘された問

題で、下水道に対して、どういう影響が

あったのか、また、環境にかかわる影響

等、その点について一度、この点につい

てもご説明いただきたいなというふうに

思っております。

○木村勝彦委員長　周辺地域とのかかわ

り、そしてまた、南千里丘の工期の遅れ

の問題、下水道の問題、この点について

ご答弁願います。

　三輪参事。

○三輪都市計画課参事　それでは、連続

立体交差事業につきましての周辺地域と

のかかわりにつきましてですが、こちら

につきましては、平成２２年度にアンケー

ト調査をいたしました調査範囲といたし

まして、山田川から府道千里丘寝屋川線

までの範囲といたしまして、ＪＲから正

雀南千里丘線までの１１自治会を対象に、

まずは説明のほうを行っていきたいと考

えております。

　そして、市民の方には何らかの方法で、

そういった情報提供は行っていきたいと

考えております。

○木村勝彦委員長　西川参事。

○西川都市計画課参事　２回目のご質問

の南千里丘の工期延期に伴います、それ

ぞれの支出が、どういうふうに変化した

のか。それから、下水に排水を流すこと

に対して、周辺の環境への影響等、その

点について、ご説明申し上げます。

　まず、１点目のどれぐらい支出が変化

したのかにつきましては、先ほど、説明

で申し上げました、それぞれの増減を当

初５，９００万円も見込んで計上してお

りました。それ以降、工期の延期に対し

ての影響というのはございませんが、文

化ホール、休日応急診療所の工事におい

ては、今現在、文化ホール前の整備をやっ

ておりますが、その工事においてスロー

プ等の擁壁工事をやっております。その

あたりの変化での、増額要素はあります。

　それから、それ以外についても増額要

素が若干出てきております。それについ

ては、今後、継続費の逓次繰越、平成２

２年度においての逓次繰越の予算におい

て支出していきたいと考えております。

　それから、２点目の下水への影響につ

いてですが、簡易な水質検査を行った結

果、ｐＨ値がちょっとオーバーしたとい

うことで、それにつきましては、その対

処方法としましては現地の排水を集める

ことによりまして、現地にノッチタンク

というタンクを据えまして、そこでｐＨ
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測定をして、超過する分につきましては

何らかの処理を行うか、それとも後、そ

れを産廃処理として行うかという対策を

行っていきたいと考えております。

　それから、それ以外についての土壌汚

染であるとか、公共水面への影響につい

ては、最小限に集めることによって周辺

への影響はないと考えております。

○木村勝彦委員長　弘委員、吹田操車場

跡地と南千里丘との関係で、今、南千里

丘のマンションの現状、さらに、その上

で吹田操車場跡地のほうに人口増のため

の開発をやるのかどうかということは質

問ですか、意見ですか。

○弘豊委員　意見です。

○木村勝彦委員長　では弘委員。

○弘豊委員　阪急連続立体交差事業の関

係のアンケート対象地域ということで山

田川から千里丘東、これぐらいまでと考

えておられるというようなことですが、

もちろん周辺で直接工事等々が入ってき

たときには、そういった地域がかかわっ

てくるわけですけれども、まちづくりと

して考えたときには、もっと広くかかわっ

てくるんではないかと考えています。ま

た、代表質問の際には、かかる金額が多

い大きな事業で、摂津市だけで取り組む

わけではないわけですけれども、市民と

して、このことについては、理解、納得

がいくような形で検討を進めていく事が

必要じゃないかということも述べさせて

いただいたんですけれども、そうした点、

今の踏切の状況を考えたときには、渋滞

の影響、また、通学路の中での危険度も

ありますし、そういったことで、これま

でも意見も言ってきています。高架にな

れば、そこがスムーズになるし、安全に

なるしというようなことでも思っている

わけなんですけれども、その点が市内全

体として、そのことについて合意、納得

といいますか、新しく駅ができたばかり

で、これがまた、橋上駅になるというよ

うなことでしたら、どうして、そういう

ことになるのかという意見もあるかと思

うんです。

　実現がいつになるかという問い合わせ

がふえるような中で、毎年、毎年、予算

としては、調査費だったり、また、進め

ていく中での負担金なんかも出てくると

いうふうなことでありますから、そうし

た点について、もっと幅広く市民的な議

論といいますか、説明があってもいいん

じゃないかというふうに思うわけですけ

れども、その点についての見解を一度お

聞きしたいというふうに思います。

　あと、南千里丘まちづくりの休日応急

診療所の解体の問題です。周辺に環境被

害や影響が出ることではないということ

と、また、下水道に流れていくことで、

そこで大きく影響があることではないと

いうことでお聞きしました。この間、ま

ちづくりのコンセプトの中にも環境の面、

また、より安全で快適な暮らしというよ

うなことがある中でありますから、こう

した工事について、指摘をされて問題調

査をして対策を打ってというようなこと

をされているということをお聞きして、

一定、安心ができるのかなというふうに

も感じましたが、そうした指摘がされな

ければ、その点は、そのままになってし

まう状況なのかなということでは、今後、

工事のあり方について検証もしていって

いただきたいと思いました。

　この点については、意見として、お答

えは結構です。

○木村勝彦委員長　連続立体交差の問題

は、まちづくりとのかかわり、あるいは、

また、住民との関係、まだ、先の話です

から、今、具体的に市のほうで考えがあ

るようでしたらお答えください。
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　吉田参事。

○吉田都市整備部参事　来年度、予算を

上げさせていただいているのは、基本的

には連立そのものは、事業主体が大阪府

事業という形になっておりますので直接

的な話としては市ではありません。ただ、

市としては、周辺のまちづくり全体、ど

ういう地域、沿線で問題があるのか、直

接的なお話を聞きたいということとか。

逆に、どういうご要望があるのかという

ことをお聞きしたいというのが基本になっ

ております。そういうような地域の、リ

スクも含めて、地域の皆さんに、沿線の

方々に特に周知を図らせていただくのが

今回の目的でございます。そこで具体的

な問題を提起していただこうと、それに

対して、今後、社会資本、総合整備計画

を大阪府で策定されるときに、そういう

ご意見も含めながら、国のほうの事業採

択をもらっていこうというようなスタイ

ルでおります。

　今、弘委員がおっしゃった市全体の意

見というのは、今後、４年、５年かけて、

都市計画の手続に入ってまいりますので、

そのときには広くご意見を求めるなり、

広く周知するなりの対応になってこよう

かと思います。今は連立にかかわるまち

づくりの足元をきちんと見ようというの

が、我々の来年度の目的にあります。

○木村勝彦委員長　弘委員よろしいです

か。

○弘豊委員　はい、わかりました。

○木村勝彦委員長　ほかにありますか。

　三好委員。

○三好義治委員　それでは、質問させて

いただきます。まず、南千里丘まちづく

り事業の関係で補正第５号の７ページで

継続費が組まれております。平成１９年

度を初年度としまして、これから継続費

を組まれて、もともと平成２２年度が最

終年度ということで、今の議論の中にも

ありましたように、整備工事で５，９０

０万円ほど次年度へ繰り越して、平成２

３年度までの継続が組まれたわけでござ

いますが、今の議論もあわせてですけれ

ども、この５，９００万円で、二つの事

業を行う中で、いろんな事情の中で工期

が延長されて継続費を組まれました。こ

れはどちらの責任かというと、先ほど話

を伺っていますと、行政サイドの責任区

分が多々あるというふうに思っておりま

して、この５，９００万円で追加予算を

含めて、どれぐらいほど出るのかという

のが、今、危惧しておりまして、事業者

泣かせになるんではないかということも

含めて、お聞かせいただきたいなという

ふうに思っております。

　この５，９００万円、もともとは事業

費を含めると８，０００万円近い工事請

負額だと伺っておりまして、この工事案

件につきますと１件については、昨年の

４月に請負契約が結ばれて、もう１件に

ついては、昨年の１２月に請負契約が結

ばれました。それならば前払金が発生し

ていると思うんですが、昨年の１年間の、

この平成２２年度の予算の動きを見ます

と前払金で支出しているのが約８００万

円から９００万円ぐらいしかないわけで

す。市役所の契約条項からいきますと、

約３割を前払金で支払わなければならな

いということで、その財源の捻出はどこ

でやられたのか、お伺いいたしたいと思

います。

　加えて、この５，９００万円の整備事

業を見ましたら、当初予算の中であらわ

れてくる金額が６，２５１万７，０００

円で、南千里丘まちづくり事業の予算が

組まれているわけです。一方では継続費

は５，９００万円しか予算が組まれてい

ない。この差額というのも、この継続費
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の枠内で、本来おさめるべきだというふ

うに、私は考えてるんですが、この継続

費の概念についてもお聞かせいただきた

いというふうに思っております。

　それから、吹田操車場跡地まちづくり

事業で、今、弘委員からも質問がありま

したが、トータル金額として約２３億円、

これは中期財政見通しの中で数字を拾っ

てみたんですが、中期財政見通しで見ま

すと吹田操車場跡地の全体計画が、一応

２３億円という提示をされております。

しかしながら、平成２３年度の予算を見

ますと継続費も組まれていないし、年割

額も平成２３年度は組まれておりません。

ただ、組まれているのが債務負担行為６

億円だけでございまして、これの予算執

行をするに当たって、なぜ継続費を組ま

れなかったのかという点が１点目でござ

いまして、続いて、先ほどの質疑の中に

ありましたけれども、この全体工事につ

きましては、これから始まるのが千里丘

公園の関係でございまして、この年割額

で見ますと市債発行額が６億円で、その

他の一般財源も含めると、先ほどのご答

弁であった６億円でなしに、金額的には

一般財源でも毎年、平成２３年度から１，

０００万円、２，６００万円、それから

９，０００万円、平成２６年度で１億１，

２００万円、これは中期財政見通しから

拾った分です。

　だから、この辺の、その因果関係を含

めて教えていただきたなというふうに思っ

ております。

　それと、もう１点については、平成２

３年度の当初予算書の３７ページで社会

資本整備総合交付金が１００万円計上さ

れております。補正（第５号）を見ます

と、この部分については９００万円減額

をされているわけです。これについては、

先ほど部長の補足説明の中で言われてい

るように、事業の清算、見込みの中で減

額をしたということです。この事業とい

うのは、先ほども言っているように５，

９００万円の継続費を平成２３年度に組

みかえたわけです。なぜ、この平成２２

年度末で、まだ、事業が終わっていない

のに、この９００万円の減額が発生した

のか。さらに平成２３年度で４億６，４

００万円の基本額があって、結局１００

万円になったんですが、この算定基準も

含めてお聞かせいただきたいなというよ

うに思っております。

　もう１点は、清算金の関係で、予算書

の５９ページで清算金、雑収入で６００

万円上がっております。土地区画整理事

業法に基づくと、要は住民に対する土地

区画整理で捻出された清算金の部分と、

公的な減歩の関係がありまして、この清

算金６００万円というのは、どういった

流れの中で清算金が発生してきたのかと

いう歳入の面では、その点がお聞かせい

ただきたい。

　それともう１点、支出の中で、この部

分が、また、６００万円支出されている

んです。この因果関係というのは、一体

どうなっているのか。一方では雑収入で

清算金として収入が上がって、そこで一

たん、もう事業が終わっているという解

釈をするわけですけれども、歳出で改め

て支出として上がってきているのがよく

わかりませんので、お聞かせいただきた

いというふうに思います。

○木村勝彦委員長　暫時休憩します。

（午前１０時５５分　休憩）

（午前１０時５６分　再開）

○木村勝彦委員長　再開いたします。

　西川参事。

○西川都市計画課参事　三好委員の南千

里丘にかかわります３点についてご答弁

申し上げます。
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　まず、１点目、南千里丘の継続費５，

９００万円についての中身についてです

が、まず、継続費の概念についてお聞き

になったと思いますので、それについて

ご答弁させてもらいます。もともと継続

費は、ご存じのとおり、複数年にまたが

るような工事、それから事業について、

事業費の総額、年度割を定めて議会の議

決を経て数年度にわたって支出すること

ができるという予算の制度でございます。

　その年限が原則として、５か年とされ

ております。南千里丘のまちづくり事業

や、それから土地区画整理事業の計画段

階において、それぞれ平成１９年度より

４か年と５か年の複数年度のかかる事業

として、継続費の議決をいただいて事業

を実施しております。

　それから、５，９００万円の中身につ

いてなんですが、もともと工事のほうが

休日応急診療所解体工事及び文化ホール

前整備工事、それから、境川進入路撤去

工事で、それぞれ平成２２年度に支出を

予定しております。先ほども前払金につ

いてございましたが、８００万円余りの

質問であったと思うんですが、実際、支

出しておりますのは休日応急診療所解体

工事におきましては、１，９００万円の

前払金を既に支出しております。それか

ら、境川進入路撤去工事におきましては

５７０万円の支出が、もう既にございま

す。それから、それ以降、その２件につ

いて、休日応急診療所の工事におきまし

ては、土質調査の結果、当初の基礎、コ

マ基礎を考えておりましたが、そういう

ものが再生基礎と置きかえたことで減額

要素がございます。それから、増額につ

きましては、先ほどの下水道の排水にか

かわる追加工事、それから、アスベスト

の面積も若干増加しておりまして、それ

らを相殺すると、ほぼゼロでできると考

えております。

　それから、境川の工事につきましては、

照明灯を３基から２基に減少させたこと

や、水道管の移設工事が発生したことで、

減額要素が若干ございます。それらを考

えて５，９００万円を計上しておったん

です。ただ、それ以降、先ほども説明し

ましたように、文化ホールの工事や、そ

の他の影響を受けて、作業効率が低下す

ることで増額要素、それから、駐車場へ

の進入路の仮設工事が若干増になってお

りますので、それについては変更が必要

な増額ですので、増額変更をしていきた

いと考えております。

　それから、境川の工事におきましても、

千里丘三島線の道路部分において掘削し

ていきますと、コンクリートの厚みが出

てきたということで、その取り壊し部分

の工事も増額となっております。それに

ついても増額で対応していきたいと思い

ます。

　それにつきましては、５，９００万円

の予算では足りないということで、財政

課と相談をいたしまして平成２２年度か

ら継続、まだ、見込みの段階なんですが、

逓次繰越等がございますので、そちらで

対応していきたいと考えております。

　それから、南千里丘の当初予算額６，

２００万円余りと５，９００万円が合わ

ないということに関しましては、継続費

外で今年度、まちづくり交付金に対して

の事後評価の委託がございますので、そ

ちらを計上しているため、金額が相違し

ているということです。

　続きまして、まちづくり交付金の減額

についてなんですが、まちづくり交付金

は平成１９年度より平成２３年度の５年

間にわたって、いただいております。平

成２２年度のまちづくり交付金の歳入と

しましては、当初２，４００万円を計上
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しておましたが、その工事の対象工事と

しましては、既に終わっております学園

町中央線築造工事や、阪急南改札口の自

転車駐輪場の整備工事、これも完了して

おるんですが、そちらを国に要望してま

いりました。しかし、実際に大阪府と交

付申請を行う前の事前協議を行った段階

で、交付金の対象となる必要最低限の事

象が対象になるということで、例えば、

利便性を求めるもの、レベルアップする

ものについては、対象とならないという

指導を受けまして、交付金が９００万円

余り減額になったものでございます。

　例えば、対象外になるものとしまして

はＬＥＤ照明、これについては、交付金

の対象となるものは水銀灯が標準となる

ということで、その分がレベルアップに

なるということで、単費の支出になると

いうことになります。

　それと今年度、計上しております歳入

のまちづくり交付金１００万円、これに

ついては、今年度の事業としましては、

区画整理事業を進める中、まちづくり交

付金の事後調査委託を発注して、それを

交付金の対象としまして１００万円の歳

入を予定しております。５年間の交付金

の対象額が約１１億６，０００万円に対

して、平成２３年度、４億６，４００万

円になるように１００万円をプラスして

おおむね４割の補助をいただくというこ

とになっております。

　続きまして、清算金６００万円につき

ましては、南千里丘土地区画整理事業を

平成１９年度からやっておるんですが、

その中で、駅の開業や民間開発と関連し

て、約１年間の前倒しをして工事が完了

いたしました。平成２３年２月８日付で

大阪府の終了認可をいただきまして、事

業が完了しております。

　しかし、事業の終了に当たって、事業

費においては残金約６００万円がござい

ますので、そちらについては事業費の作

成の費用としまして、その費用を摂津市

に寄附していただくということで、各権

利者に同意をいただいて、それで事業を

完了としております。

　平成２３年度予算としまして、南千里

丘の土地区画整理事業の施行者の摂津市

から６００万円を支出しまして、摂津市

に清算金を歳入するというような手続を

とっております。

○木村勝彦委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　それでは、

吹田操車場跡地に対するご質問にお答え

させていただきます。まず、１点目、吹

田操車場跡地の区画整理事業をなぜ継続

費にしなかったのかというご質問ですけ

れども、委員、ご指摘のとおり期間が定

まっている事業でありまして、継続費で

予算措置をするのが一般的なことと思い

ますけれども、今回、この事業につきま

してはＵＲが事業主体として工事をする

ことであり、摂津市が負担してまいりま

すのは、それに対する国庫補助の裏負担

を、補助に対する負担金として支払って

いくということもありまして、今回は継

続費としていただかなかったというよう

な形でございます。

　それと２点目、全体トータル事業費２

３億円、中期財政の見通し等の話でござ

いますけれども、公園事業は債務負担行

為をとらせていただいております。中期

財政計画につきましては、公園の中でも

平成２３年から４年間、事業費、おおむ

ね事業計画の概算を出しております。ま

た、区画整理事業の、先ほどの負担金に

つきましても、事業計画において年度割

のおおむねの負担金が出ております。そ

れらを考慮しまして、中期財政計画に計

上させていただいているものでございま
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す。

○木村勝彦委員長　三好委員。

○三好義治委員　概要は答弁でいただき

ましたけれども、今からちょっともう少

し詳しく聞かせていただきたい。まず、

南千里丘まちづくり事業で、５，９００

万円の継続費を今回、補正をされまして、

継続費の概念は先ほど、伺いましたけれ

ども、私は、この継続費のトータル金額

２５億９，４９２万１，０００円の、こ

の額が来年度、清算されるわけですけれ

ども、その来年度清算される段階で、今、

提示をされている平成２３年度、本当に

５，９００万円しか残っていませんかと

いうことを改めて伺いたいんです。

　そうしないことには、この５，９００

万円で、先ほど工事２件で追加支払いが

発生するということを伺いました。これ

は事業者泣かせではなしに、ちゃんと行

政が責任を持って支払うということで安

心はしているんですが、その財源はどこ

から出てくるんですかというのが非常に

疑問になりまして、ずっと調べさせてい

ただきました。継続費の考え方はおっしゃ

るとおりでございますが、我々はこういっ

た継続費を、この事業に対して２５億９，

４００万円で４年間かけてやりますとい

うことは承認はいたしましたけれども、

しかしながら、単年度、単年度の歳出を

考えて、余剰金が幾ら余っていますとい

う報告は、やはり単年度事業でやるべき

だというふうに思っておりまして、この

継続費にかかわる現時点において、幾ら

お金が余っているのか、先ほど話をさせ

ていただきましたように、今回の当初予

算整備事業の年割額、継続費で５，９０

０万円は組んでいますけれども、事務費

から何からいきますと６，２００万円、

初年度の平成２２年度の当初予算の事業

の動きからいってでも、もともと６，８

００万円の、平成２２年度の当初予算を

組まれておりました。その中で執行した

のが９０４万８，０００円だけだったん

です。

　だから、先ほど冒頭に言いましたよう

に、前渡金、前払金は、この予算の中で

本来、支出すべきなんです。請負額を組

んだのは昨年の４月なんです。もう１件

は１２月なんです。それやのに１，９０

０万円という前渡金が、どこからの財源

で支出されたのかということが我々には

不明確なんですよ。先ほどのご答弁でい

うと、継続費の中で支出をしましたと言

うけれども、それは平成２２年度の余っ

たお金ですか、平成２１年度に余ったお

金ですかということが、我々、議会には

全くわからないと、この点についてご説

明できるんやったら、ちょっと説明して

いただきたいなと思います。

　５，９００万円しか、本当にありませ

んというなら、その追加予算はどこから

捻出してくるのだと、これが本当の継続

費の考えであるし、一事業、一会計のや

り方やと思うんです。答弁をいただいて

いませんから、これ以上のことは、まだ

言いませんけれども、そういう点を２回

目としてお聞かせいただきたいというふ

うに思っております。

　事業計画全体の中で、社会資本整備総

合交付金での９００万円の減額が補正第

５号でされました。これもう一方では手

法が違うんかなと思うんですけれども。

南千里丘事業全体での予算額で、今回も

４億６，４００万円から４億６，３００

万円を引いた１００万円だけが平成２３

年度に交付金としていただいていますけ

れども。平成２２年度の補正第５号で９

００万円も減額する必要があったのでしょ

うか。あそこのまちづくりは昨年の決算

でも話をさせていただきましたけれども、
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あのときはまだ、現在進行形やったから、

あんまり言わなかったんですけれども、

地下埋設物の関係で追加予算が発生いた

しました、８００万円ほど追加執行させ

てくださいということもありましたし、

ここらはの事業は一体物だと思うんです。

だから、学園町の部分だけでなしに、計

画全体の中での社会資本整備事業やとい

う認識をしておったんですよ。だから、

この９００万円の減額理由について、改

めて説明をいただきたいというように思

うんです。それが継続費の概念だと思う

んです。継続費２５億９，０００万円は、

南千里丘の全体の整備として継続費を組

んでよろしいですよという許可をしたか

ら、この９００万円の補正前、当初予算

の２千数百万円を含めて継続費の枠のう

ちだと、それが何で交付金だけを先に清

算しているのか、この辺、改めて、この

１００万円の関係とあわせてお聞かせい

ただきたいと思います。

　もう一方での土地区画整理事業の、こ

の清算金の取り扱いについても、この点

については深く、追求しませんけれども、

清算金の清算という概念で、受けとめて

おきたいというふうに思っております。

だから、区画整理事業の中での土地でや

る部分、お金でする部分の中での、そう

いう取り扱いだということで、それにか

かわる６００万円を、また、歳出しなが

ら、今度、一般会計のほうに入れていく

と、こういう理解でよろしいんですか。

これは確認で１回、そういう手続でいい

のか、答弁いただきたいと思います。

　もう１点の吹田操車場跡地の継続費の

考え方ですけれども、副市長、一方では

南千里丘まちづくりでは４か年事業とし

て継続費を組んでいるんです。吹田操車

場跡地は平成２６年度まで公園事業がか

かるんです。南千里丘では継続費を組ん

で、吹田操車場跡地では、なぜ継続費が

組めないというのが、単純な疑問なんで

す。

　ここには市債もあれば、一般財源も同

じような手法でやっていっているんです

ね。そこに負担金として今回、公園の全

体計画の中で１億２，２００万円を負担

金としてＵＲのほうに持っていきますけ

れども、これについては、やっぱり整備

も全部入っているから、これは摂津市の

事業としながら、ＵＲと提携した担保金

としてでも、継続費を組むべきやと僕は

思うんですけれども、なぜ、この部分は

継続費が組まれていないのか。この支出

というのは、平成２２年度から６か年計

画で全体予算というのは、すごいお金が

かかっているんですよ。これは２３億円。

見ていくとしたら、いただいた中期財政

見通しからでしか読み取れないんですよ。

本来やったら、この当初予算の中に継続

費を組んで、単年度は、こういった事業

を行いますというのが本来の財政管理で

はないですか。確かに市債の分は債務負

担行為の６億円は組んでいるから、この

事業は債務負担行為６億円でやりますよ

という動きは見えますよ、繰越明許費を

組んでいるから。しかし、その６億円が

いつ執行されるんかというのは、我々議

会には全然わからないんです。だから、

この点について今回、なぜこういった継

続費は組んでいないのか。

　吹田操車場跡地については、今この２

３億円だけで済むのか。あとどういった

予算が含まれているのか、この点につい

てもお聞かせいただきたいと思います。

○木村勝彦委員長　西川参事。

○西川都市計画課参事　ただいまの三好

委員の２回目の質問についてご答弁申し

上げます。休日応急診療所等解体工事、

それから、もう１件の工事につきまして、
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増額要素がございます。そのお金をどう

いうふうに捻出していくのかにつきまし

ては、５，９００万円しか予算がござい

ませんので、その部分につきましては、

平成２２年度予算、当初４億１，７００

万円の計上をしておったんですが、もと

もと平成２１年度か平成２２年度にも継

続費においての、逓次繰越金、これは決

算のときにご報告させていただいており

ますが７億１，４００万円の逓次繰越で

ございまして、実際には平成２２年度の

使える予算としまして１１億３，１００

万円の予算がございました。そのうち、

現時点においては、歳出見込み、これは

まだ、決算でございませんので見込みの

段階なんですが、約９億４，００万円余

りの支出となる予定です。残り約２億円

の残金となっております。そのうち５，

９００万円を繰り越しして計上しており

まして、残り額といいますのは約１億３，

０００万円から４，０００万円余りの見

込み、逓次繰越額になるという見込みに

なっております。

　現時点においては、繰り越しのある工

事に増額の変更等が生じました場合には、

その予算を支出していきたいと考えてお

ります。

　続きまして、まちづくり交付金の９０

０万円の減額と、それから、次年度の１

００万円の計上についてなんですが、先

ほど委員、おっしゃれたように、まちづ

くり交付金というのは南千里丘の事業を

対象としていただいているんですが、そ

の中にはすべてが対象にはなっておらな

くて、国の基準に定められたものが補助

の対象になっていると、その対象額が、

交付金の対象額が先ほど説明しましたよ

うに約１１億６，０００万円、これが５

か年にわたって交付されておりまして、

５か年目は今回１００万円を計上してお

るんですが、既に４か年計上されており

まして、その合計額がおおむね４割にな

るようにということで、年度割しますと

４割を超えている年度もございますし、

それ以下の年度もございます。

　その合計額で最終、その対象事業費に

対しまして４割ということで４億６，４

００万円を計上しています。来年度、平

成２３年度におきましては歳入として１

００万円になります。先ほど説明させて

いただきましたように交付対象工事につ

きましても、大阪府の対象である、対象

でないという振り分けがございますので、

すべてが対象になるわけではないという

ことです。

　それから、先ほどの清算金６００万円

につきましては、土地区画整理事業の事

業から生み出された清算金を、その残金

を市のほうに歳入として、施行者の市の

歳出、施行者としての摂津市から歳入と

して寄附をいただいて清算金の歳入があ

るということでございます。

○木村勝彦委員長　小山部長。

○小山都市整備部長　それでは、吹田操

車場跡地まちづくりについての千里丘公

園事業の継続費を組むべきではなかった

のかというご質問について、ご答弁をさ

せていただきます。

　我々も、当初の予算を組むときに財政

課とも相談をさせていただきました。継

続費についての概念も、ちょっと説明さ

せていただいたんですけれども、継続費

というのは、あくまでも工事が複数年に

わたる場合、継続費を組むというような

ことを考えておりまして、現在の千里丘

公園につきましてはＵＲに対して協定を

結んで、それに対する負担という形をとっ

ていくために直接の市の工事ではないと

いうことで、債務負担行為で支出をして

いこうということで、相談しまして、都
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市整備部では予算計上をさせていただき

ました。

　それともう一つは、その年次計画をはっ

きり示すべきではないかというご質問で

す。これについては、ご質問のとおり、

そういう年次計画というのは毎年度に大

体、予測として幾らぐらいというのは、

説明すべきだと考えております。

　過去の議会に対する説明、資料を持っ

ておりませんので即答はできませんけれ

ども、どういうふうな経過で、進んでき

たのかということを一度調べてみたいと

思っております。

○木村勝彦委員長　三好委員。

○三好義治委員　もう二つに絞って質問

しますけど、南千里丘の、このまちづく

り整備事業のかかわりの中での一つは社

会資本整備総合交付金、これについては、

清算したから、これ以上のことは言いま

せんが、やはり理由づけというのは非常

に必要だというふうに思っているんです

よね。国から言われたから、その分だけ

でなしに、延長工事をやることによって、

一体的な改修工事、例えば、踏切までの

アスファルト復旧工事も、一体工事とし

てはできたかもわからないし、その９０

０万円というのが、非常にもったいない

なと、今後そういったことについては、

より精査をしていただきたいということ

で、要望しておきたいと思います。

　それから、まちづくり整備工事の、継

続費の考え方というのは、どうも合点が

いきません。今のご答弁で２５億９，４

９２万１，０００円の総額事業費の中で、

我々に見せている分は平成２３年度末で

５，９００万円しかありませんというの

が、この継続費の補正で議会がみれるだ

けなんです。ところが、今の質問でご答

弁いただいたら、この２５億９，４００

万円で１億３，０００万円ほど余剰金、

不用額が発生してくるというのが今わかっ

たわけです。それは我々議会として、い

つも当初予算案、決算で毎年いろいろと

議論をしていて、この２５億９，０００

万円で１億３，０００万円も不用額が、

こういった時点で質問をしないことには

わからないというような継続費の執行の

あり方というのは非常に解せない。これ

は、僕が言ってるのは事実ですよ。だか

ら、冒頭に継続費の考え方の概念を聞か

せてくださいと言ったのと、もう一つは

事業で工事を行って、追加工事が発生し

ているにもかかわらず、当初予算に、そ

れが計上されていないから、これはいか

がなものかなということから、こういっ

たところまで調べました。この継続費の

考え方というのは、不正ではないんです。

不正とは思っていません。しかしながら、

議会に対してと、あなた方の一事業に対

してのお金の責任の持ち方、この点をど

う考えるかについてご答弁いただきたい

と思います。

　それと、この南千里丘まちづくり関係

で、休日応急診療所の解体工事が終わっ

て、これから、工事にかかっていき、文

化ホールの楽屋裏の整備に入っていくよ

うなことですけれども、一方では１億３，

０００万円も残している。これはけしか

らんと怒ってないんです。明らかにして

いないことがけしからんと言っているん

です。１億３，０００万円残っているん

やったら、今、文化ホールは周辺が解体

されて、そこだけコンクリートの打ちっ

放しで、クラックが入っているし、非常

に汚れて、防水も心配です。整備をする

なら、あの文化ホールの外壁も補修して、

こういった財源を投入してから文化ホー

ルも屋上も防水加工もやられたらどうで

すか。そういったことも強く要望してお

きたいと思います。文化ホールへ行きま
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すと、いきいきプラザもきれいになりま

したし、今度は文化ホール正面全体が見

えるようになりました。市民の財産をい

つのタイミングで補修しておくかによっ

て、また、延命できるんです。１億３，

０００万円残っているのなら、外壁塗装

は数千万円でいけると思うので、そういっ

たことに充当していくような考え方も含

めてお聞かせいただきたいと思います。

継続費については、そういった継続費、

まちづくりの考えでお聞かせいただきた

いと思います。

　もう一方での、継続費の考えでいった

ときに、吹田操車場跡地の継続費を組ん

でないのが、負担金という考え方はＵＲ

が全部整備してもらって年割を組んだ段

階で発生した費用に対して負担金として

摂津市が、ことしも１億２，２００万円

支払いしますけれども、私はこれが全部

市債やったら、そんな厳しいことを言わ

ないです。この年割額を見ますと市債で、

この平成２２年度のも入っていますよ。

全体の２３億円の枠の中で市債が１１億

２，５００万円なんです。公共施設整備

基金で８億４，９００万円、一般財源で

３億２，６００万円支出するんです。こ

の一般財源が発生してくるのが、この公

園の関係でいくと、平成２３年度から、

さっきも言いましたけれども、一般財源

と施設整備基金で、平成２３年度という

のは９，５００万円、２４年度になると

９，０００万円、こういった莫大な金が

出ていくんですよ。だから、そういった

ことについては、やっぱり継続費を組む

べき問題と違うかというふうに思ってお

りました。改めて、この件についてもお

聞かせいただきたい。

○木村勝彦委員長　小山部長。

○小山都市整備部長　三好委員のご質問

にご答弁させていただきます。

　１点目は継続費の考え方についてとい

うことで、先ほども説明させていただき

ましたが、継続費というのは複数年かか

る工事に関して予算を執行する制度で、

複数年間を議会に承認を得て執行してい

くことを考えております。各年度で執行

できなかった分については、毎年、逓次

繰越という形で最終年度まで逓次繰越が

できるものと考えております。

　ご指摘のように平成２２年度には大き

な支出の残があります。それも毎年、逓

次繰越はしてきておりますが、平成２２

年度にもかなりの大きな繰越を予定して

おります。これについては本来、説明を

しなければならないと考えています。駅

前等再開発特別委員会でも決算審査のと

きに毎年の逓次繰越額は、説明させてい

ただいておりますが、ただ、トータル的

に、その年度で幾ら余っているか、逓次

繰越したかということは、今まで説明し

たことがございません。それについては、

ご指摘のとおりかと思っております。

　今後、そういう継続費の設定、執行す

るに当たっては、できるだけ毎年の執行

見込みを見すえまして、今後の執行経過

を明らかにしていきたいと考えておりま

すので、よろしくお願いします。

　文化ホールの整備の件につきましては、

確かに角地の、旧福祉会館のところは更

地になっております。そして、休日応急

診療所は、もう解体して、ほぼ更地状態

になっております。そうしますと、文化

ホールの壁面がかなり老朽化して、ちょっ

と景観的にはあまりよくないような状況

も見受けられますので、当部としても前

向きに取り組んでいきたいと思いますが、

財政的な問題がありますので、これにつ

いては財政課とも一度、相談させていた

だきながら検討してまいりたいと思って

おります。
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　吹田操車場跡地で継続費を、なぜ組ま

なかったのかということなんですけれど

も、この継続費の考えとして、市が直接

工事をするのであれば、工事、継続費と

いう形で、当然、計上するべきと私も考

えておりますが、ＵＲがとりあえず土地

を買って、その上に公園の整備した、そ

の完成品を市が買い取るというような状

況になっておりますので、そういう買い

取るということに対する協定を結びまし

て、負担金を支払いますというような経

過がございます。

　そういうことで負担金ということであ

れば、債務負担行為で予算組みをさせて

いただいたということであります。

○木村勝彦委員長　三好委員。

○三好義治委員　南千里丘まちづくり整

備事業の、その継続費の考え方について

は、今も、もう１回言いますけれども、

取り扱いについては、不正なことはない

と思うんです。ただ、より明確に計画行

政ということでいうならば、やはり単年

度での清算金が上がった場合に、累積で

の清算を上げて、本来ここやったら平成

２３年度に約２億円の清算金が発生しそ

うやと、こういった継続費の組み方とい

うのが、私は適切だと思うんです。今、

ご答弁で今後は、そういうふうに変えて

いきたいという答弁をいただきましたか

ら、これはより精査できるようにやって

ください。

　それと、もう一つの吹田操車場跡地の

継続費の考え方は、これは副市長、この

間の代表質問から副市長が言われてる歳

入に見合った歳出を考えていくというこ

と。このベースになるのは、やはり財源

も含めながら事業の計画に基づく計画行

政というのがベースになってくるんです。

我々議会としても、もともと２３億円か

かりますよと言われて、それで承認は得

ているけれども、毎年度、発生する財源

をどこから捻出してくるかというのは、

これからの財政が厳しい折に、やはり議

会と議論をしなければならないと思いま

す。それが、この平成２３年度当初予算

にも債務負担行為は組んでいてもよろし

いです。しかし、債務負担行為の中でも

債務の年割額ぐらいは提示をすることは、

行政としては本来やるべき問題である。

行政評価システムは何で入れているんで

すかということです。こういった、両方

の視点で質問をさせていただきましたけ

れども、やはり１億３，０００万円が清

算金として上がってくるのは、今年の当

初予算、３２４億円のうち、１億３，０

００万円というのは莫大な額です。この

金額が明らかに見えておったら平成２３

年度の予算編成というのは変わってます

よ。今年度、１５億円の市債を組んだん

です。でも１億３，０００万円あったら、

吹田操車場跡地まちづくりの部分は清算

できるんです。繰入金も入れたんですよ。

だから、こういった気持ちを、それぞれ

の原課が、そういう気持ちになって取り

組んでいただきたいと思います。

　今日は、もうここでとめておきますけ

れども、金額が明らかになったし、そう

いったことの反省もあったから。そういっ

たことで、副市長、継続費の考え方と、

今の計画行政についての、私が言ってい

ることに対して答弁いただけますか。

○木村勝彦委員長　若干、並行している

部分もありますし、そういう点では三好

委員、決算委員会のときも、また、議論

する場がありますし、そのときに言って

いただくということで、委員長としてお

願いしておきたいと思います。

○三好義治委員　それでは要望にしてお

きます。

○木村勝彦委員長　小山部長、先ほど指
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摘があった年次計画については、後日で

き上がり次第、資料として、この特別委

員会にお示しください、委員会として要

望しておきます。

　ほかにありませんか。

　上村委員。

○上村高義委員　それでは、私のほうか

ら質問をさせていただきます。

　連続立体交差事業について、先ほど、

弘委員のほうからも質問があり、答弁が

ありましたけれども、この事業について

は、今までの調査内容に基づいて近隣、

地域住民に説明していくんだということ

でありました。アンケート結果等々も含

めてということでございましたけれども、

これは大阪府事業、採択に向けての取り

組みだということでございますけれども、

その採択の条件とは何かと言われたとき

に、何が一番気になるかね。そこをまず、

教えていただきたい。

　そして、その条件をクリアするために、

取り組まなければならないと思っていま

すけれども、そこをきっちり明確にして、

それに向かって取り組んでいくというこ

とのために、その条件とは何かというこ

とを、まず、確認をさせていただきます。

　それと、南千里丘まちづくりに関して

ですけれど、先ほど休日応急診療所等々

の工期に遅れがあるということで、市に

関する事業については進捗はわかってお

るんですけれども、既に三井不動産のマ

ンションが建ちまして、ユニチカのマン

ションも建ち、コミュニティプラザもで

きたということで、あとの民間の建設の

予定等々、わかりましたら教えていただ

きたい。いつも市民が気になっているの

は、あそこにはいつ何ができるのかなと

いうのが聞かれるわけですけれども、商

業施設ができるだろうというのは聞いて

おるんですけれども、今わかっておる範

囲で時期等々が分かりましたら、ご報告

いただきたいと思います

○木村勝彦委員長　南千里丘の開発につ

いて、事業計画は若干変わってくるんで

はないかということも聞き及んでおりま

すけれども、これは正式に民間企業のほ

うが決定をされたということであれば、

別ですけれど、今の段階で、そういうこ

とに触れないような形でご答弁をしてく

ださい。

　三輪参事。

○三輪都市計画課参事　それでは、連続

立体交差事業につきましての採択条件の

ポイントといたしまして、１番は周辺の

まちづくり及び関連道路整備等も含めた

関連事業と連立本体の費用対効果が一番

ポイントとなってまいります。

　あと、国からよくご指導をいただくの

は、その費用対効果が出て、後に地元市

として、まちづくりをどうやっていくか

というのが、今後のプラスアルファの要

因として、特にアピール度といいますか、

市として、こういう事業を考えていきた

いという方向を出しているほうが、より

僅差で国へ要望をされる他府県の事業が

ありましたときに、その地元市の頑張り

といいますか、そういった方向を出すほ

うがより有利に進んでいくということを

大阪府のほうからは聞いております。

○木村勝彦委員長　民間企業として企業

決定されて、そのことが市に伝えられて

いる、その範囲内でご答弁いただきたい。

　吉田参事。

○吉田都市整備部参事　それでは、南千

里丘のまちづくりにかかわります民間の

開発、まちづくりの一端を担っていただ

いていますけれども、その関係の開発状

況なり、今の動きをご報告したいと思っ

ております。

　まず、今現在、駅前Ａ街区に２０階建
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ての民間マンションが建っております。

現在は、もう入居が始まっておりまして、

大体３月いっぱいで、おおむね入られる

であろうということです。４００戸近く

入られるという予定を聞いておりますの

で、２月にコミュニティプラザの後ろ側

でシルバー関連の住宅について、２月か

ら、もう入居されておりまして、夜でも、

もう電気がついているような状態になっ

ていって、今現在も、まだ、販売されて

いる状態です。

　開発計画の提示をされておりますが、

実は、そのシルバー住宅の真後ろに開発

予定地があるんです。計画の看板が上がっ

ていますけれども、４３階という形で計

画されております。これはＡ街区と同じ

土地の所有者でございますけれども、今

現在、我々のほうで連絡は受けておりま

すのは、今の社会状況なり、経済状況を

含めまして、開発動向、周辺の開発動向

も踏まえて、再度、見直したいという意

思は伝わってきております。時期的には

おおむね半年ほどかかるということにな

りますと、これは手続上の話ですけれど

も、一定の方向が示されましたら、向こ

うからは大体６月から７月ごろには、市

のほうに、また、ご説明に上がりたいと

伺っております。

　今は、どのような状況かというのは今

現在、民間のほうで検討中でございます

ので、その情報は今現在、入っておりま

せん。

　次に、モデルルームの横の商業施設が

来るということで、予定されております

けれども、一応、我々、聞いております

のが、今年の７月に、供用開始をしたい

という意向を聞いております。

　旧福祉会館用地につきましては、今現

在、ゼネコンというか、建設事業者を今、

選定されて、できれば４月ぐらいに着工

したいと、その準備で今、土の搬出をさ

れておりますけれども、具体な着工とい

うのは、大体４月、大体１年ぐらいかか

るであろうというふうには、我々、聞い

ておりますけれども、地下１階、地上４

階の構造物で計画は提示されております。

　今のところでは、一応、全体のプラン

としては住宅以外は全部、もう動き出し

てきているというのが現実であります。

○木村勝彦委員長　上村委員。

○上村高義委員　それでは、連続立体交

差についての採択の条件ということで、

周辺の住民の理解と、その費用対効果と

いうことであります。そして、あと地元

というか、皆さんの要望度が高いという

ことであります。やはり我々、議員も市

民も、それぞれ連続立体交差というもの

の事業そのものが、なかなか理解しにく

いというか、調査をしているというのは

わかっているんですけれども、実際、こ

れができた暁には、どういうまちになる

のかというのは見えてきていないので、

市民からするとやはり費用対効果という

ものをきっちり示してもらわないと、こ

の連続立体交差をしても、意味合いとい

うのは、市民になかなか理解しにくいん

ではないかなと思っていますし、それを

早急に、つくり上げるというか、それは

さっきの話ではワークショップ等々でつ

くり上げていくのか、市のほうから先に

提案するのか、市が独自でイメージを膨

らませて、基本構想図みたいなものをつ

くるのか、それはどっちが先かわからな

いんですけれども、やはり市のほうから

提案して、市民に検討してもらうという

ほうが進みやすいんではないかなと思っ

ていますし、とりわけ、鳥飼地区の人か

らすると阪急摂津市駅、コミュニティプ

ラザをつくるとき、あれは我々には関係

ないんだと、こういう意識があったんで
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すけれども、いや違うんですよ。あれは、

いずれは連続立体交差になって、摂津全

体の利便性が上がるんですよということ

で理解してもらった部分も多々あるんで

すよ。そういう中で、連続立体交差とい

うのは摂津としては、ぜひ、成し遂げな

ければならない事業なんですけれども、

ただ、本当に市民の皆さんが、現状でそ

れがほしいと思っているかどうかをきっ

ちりチェックして、そのために、やはり

ちゃんと資料提供をして、説明して、こ

の事業をすることによって摂津全体がど

うかと、そして、総合計画の中に示され

ている「住みたい、住み続けたい町」に

つながっていかないといけないというこ

とがありますので、そこら辺について、

もう一度、今後の取り組みについてお聞

かせ願いたいと思っています。

　南千里丘につきましては、今、わかっ

ておる範囲で答えてもらいましたけれど

も、いずれ建築確認申請が市に提出され

るわけですけれども、その時点で開発業

者もこれはオープンにしなければだめで

す。公表して、ここでこうしますという

のはオープンにしなければならないんで

すけれども、そういう時点でも、もし、

地権者もしくは建築される方に、これは

市としてオープンしてもいいですかとい

うのを聞いて、議会なり、市民に報告す

る方法もあるんではないかなと思ってい

ますので、その建築確認が出てくれば、

ほぼ決定なので、そういう時期時期に、

ぜひ議会、もしくは我々にも報告してい

ただいて、市民に、ここに何ができるか

というのが市民が一番気にしているとこ

ろなんですよ。やっぱりそのことは市民

に対して、きっちりこたえるということ

が必要ではないかと思っていますので、

そういうことが、まず、できるのかどう

かということも含めて、再度お答えいた

だきたいと思っています。

○木村勝彦委員長　吉田参事。

○吉田都市整備部参事　民間の開発につ

きましては、当然、地元説明会なり工事

説明会をされますので、そのためには、

必ず市へ連絡が入りますし、そのとき、

今後、そういう事業計画なりが出てきた

段階では、委員長とご相談させていただ

きますけれども、その資料を相手に確認

した上で議会に配らせてもらいますよと

いうことを確認の上、開示していきたい

と思っております。

　先ほどのご説明させていただいた中で、

１点、追加させていただきます。実は、

コミュニティプラザとシルバー住宅の間

にＪＳＢが事務所系の建物を今、建てて

おられます。大体７月ごろにできるとい

う計画は聞いておりますけれども、中の

施設利用の用途としては１階に銀行が参

ります。これはプレスで出ておりますの

で、言えると思いますけれども、京都銀

行というふうに聞いております。２階に

はＪＳＢの財団のほうが、環境にかかる

財団を向こうは設立しておりますので、

財団の事務所を兼ねていきたいというこ

とです。３階建てというのを聞いており

ますので、そういうような形で一体的に

空間を持たせた利用をされるというふう

に、我々のほうは確認をとっております。

○木村勝彦委員長　三輪参事。

○三輪都市計画課参事　それでは、今後

のまちづくりにつきましてのご答弁をさ

せていただきます。

　今後、他の連立の事例等も参考にいた

しまして、行政側の一般的な事例も踏ま

え、市民の方に提示していき、その中で

周辺の地域の課題も含めて、どういった

事業から取り組むのが現実的かというの

も踏まえまして、今後、市民とともにま

ちづくりのほうを考えていきたいと考え
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ております。

○木村勝彦委員長　上村委員。

○上村高義委員　連続立体交差につきま

しては、今まではシビックゾーンという

ことで取り組んできておって、そのシビッ

クゾーンの概念は無くなったと聞いたん

ですけれども、やはり千里丘から阪急に

向けて、その新駅に向けての一体の開発

というものが必要になってくると思って

いますので、そこら辺もきっちりイメー

ジ的につくり上げて、そして、まちが、

こう変わるんだ。そして、摂津全体がど

う変わっていくんだということで、ぜひ

検討していただいて、つくっていただき

たいということを要望しておきます。

○木村勝彦委員長　南野委員。

○南野直司委員　それでは、何点かお聞

かせいただきたいと思います。

　まず、一つ目ですけれども、阪急京都

線連続立体交差事業について、私も聞か

せていただきたいと思います。３年かけ

て調査が完了して、それから、結果とし

て新年度、この平成２３年度末に国から

の事業としての位置づけをいただいて、

計画どおりに進められるようお願いする

ところでありますけれども、先ほど、ご

答弁でありましたように、地域において

はワークショップ形式での意見交換等々、

進められていくということでございます。

ちょっと一つ気になるのは、茨木市との

問題ですけれども、その費用負担などの

具体的な部分です。協議の中身とか、そ

れから、茨木市の市民の方には、そうい

うようなワークショップ形式はできない

かと思うんですけれども、その辺をお聞

かせいただきたいと思います。

　それから、２点目ですけれども、これ

予算概要の阪急正雀駅前地区整備支援事

業１３万６，０００円についての事業の

中身についてお聞かせいただきたいんで

すけれども、ホームページも見せていた

だいておりましたら、第４０回の正雀駅

前地区まちづくりワークショップが平成

２２年３月２４日が最後でして、このと

きに正雀駅前地区安全マップを旧味舌小

学校区内の自治会に配布されたというこ

とであります。その後、取り組みも含め

てお聞かせいただきたいと思います。

　それから三つ目ですけれども、吹田操

車場跡地まちづくり事業につきまして、

先ほどからいろいろ議論はあったんです

けれども、この平成２３年度の千里丘公

園整備の具体的な中身をお聞かせいただ

きたいと思います。

　それから、もう一つは電線共同溝につ

いてですけれども、住宅ゾーンと公園が

できて、道路ができ上がってくると思い

ます。電線共同溝について、どの辺まで、

すべてされるのか、一つの区間だけされ

るのか、将来されるか、ちょっとその辺、

お聞かせいただきたいと思います。

　それから、南千里丘まちづくり事業に

ついてですけれども、昨年１１月に南千

里丘周辺地区都市景観形成基準を変更さ

れて、基本方針書いていただいておるん

ですけれども、そこに「空間の公的な領

域と私的な領域が相まって統一感、連続

感のある個性的な都市景観を形成するよ

うに努めます。その目的に向け有識者の

ノウハウを生かしながら市民、事業者、

行政が共同してまちづくりを進めていき

ます」と、このようにあるんですけれど

も、その辺をどのように進めていかれる

か、お聞かせいただきたいと思います。

○木村勝彦委員長　三輪参事。

○三輪都市計画課参事　それでは、連続

立体交差事業につきましての現在の茨木

市との協議等の進捗状況、それと茨木市

民等への意見交換等につきまして、答弁

させていただきます。

－22－



　現在、連立事業の終点部につきまして

は、関係機関であります大阪府、阪急電

鉄、茨木市、摂津市の４者で現在、協議

中でございます。その費用負担につきま

しても、まだ、今年度末に全体の事業費

のほうが、大阪府より算出されまして、

その費用をもとに今後、着手までの間に

関係、位置づけを今後、協議してまいる

予定としておりまして、現在、その詳し

い位置づけにつきましては協議中で確定

しておりません。

　それと、茨木市域の市民とのまちづく

り等の懇談会ですが、やはりそういった

今後の手続も含めて、そういう地域の方

との協議といいますか、そういう意見交

換につきましては、やはり茨木市の協力

なくては、進まない状況になりますので、

今後、そういった意味では茨木市にも協

力を強く依頼していき、大阪府と茨木市

のほうで地元茨木市域の調整のほうを図っ

ていただくように、摂津市としては要望

していきたいと考えております。

○木村勝彦委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　それでは、

正雀のまちづくりについてご答弁させて

いただきます。

　昨年の３月に第４０回を開催させても

らいました。大変申しわけございません

が、ホームページが更新できていない状

況です。平成２２年度におきましても、

正雀では毎月１回、開催させていただい

ているところです。平成２３年２月には

５０回目を迎えたところでございます。

　平成２２年度の活動としましては、前

年度に危険箇所マップというのを正雀で

つくらせていただいて、平成２２年度で

は新駅ができた関係もございまして、正

雀をちょっと見直してもらうという形で

地域で正雀の名所といいますか、いいと

ころ、正雀にも、こんなところがあると

いうことをＰＲしたいという形で、今回

は味舌探訪という形でマップづくりをさ

せていただいているところです。ほぼで

き上がっておりまして、また、近々、味

舌地区に対して全戸配布という形で行っ

てまいりたいと考えております。

　来年度予算も、同じような予算計上を

させていただいているんですけれども、

これにつきましては、ワークショップに

対する講師派遣料、印刷費等の経費を計

上させていただいているものです。

　昨年、平成２２年度も正雀を知るため

に出前講座を活用して正雀が昔はどんな

ところだったかというような勉強会も開

催されています。こういう形の中でワー

クショップで、例えば、こういうことを

知りたいといったときに、講師を呼んで

いろいろ話を聞かせてもらうということ

も想定しまして、若干予算を計上させて

いただいているところでございます。

○木村勝彦委員長　磯崎参事。

○磯崎まちづくり支援課参事　それでは、

吹田操車場跡地に関する質問に対して、

ご答弁させていただきたいと思います。

　まず、千里丘公園の平成２３年度の整

備の内容についてということでございま

すが、平成２３年度につきましては、ま

ず、実施設計を行ってまいりたいと考え

ております。

　事業につきましては、平成２３年度、

平成２４年度、平成２５年度、平成２６

年度ということで４か年の事業期間の中

で工事を行ってまいりますが、来年度は

実施設計を行うという部分と、都市再生

機構が先行して用地を取得しております。

こちらの一部につきましての用地の買い

戻しという部分で来年度の事業費、１億

２，２００万円の負担金の支払いを計画

しております。

　次に、電線共同溝の整備を、どの範囲
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を行うかということにつきまして、電線

共同溝につきましては、この吹田操車場

跡地の地区を東西に結びます都市計画道

路の岸部千里丘線のうち、吹田の市境界

から山田川までの区間につきまして、約

５５０メートル、この区間を整備するこ

とを考えております。

　そのほかの区画の道路等につきまして

は、電気や通信の引き込みを工夫すると

いうことで、電線共同溝の整備は予定し

ておりません。

○木村勝彦委員長　小山部長。

○小山都市整備部長　それでは、南千里

丘の景観形成基準についてのご質問に答

弁させていただきます。南千里丘まちづ

くりにつきましては、地区計画というこ

とで都市計画上の地域地区ということで、

南千里丘全体を指定してまいりましたが、

景観形成基準につきましては、これは建

設常任委員会の所管になろうかと思いま

すが、南千里丘地区に限ってのことに対

してご答弁させていただきます。

　主な内容は資料を今、持ってきており

ませんが、看板の大きさを見直したとい

うことでございまして、当初は０．３平

方メートルという看板の大きさを見直し

まして、７平方メートルから１０平方メー

トルまで、路線によっては違うんですけ

れども、そういう基準を見直したという

内容になっております。

○木村勝彦委員長　南野委員。

○南野直司委員　阪急京都線連続立体交

差事業について、一つ一つですけれども、

計画どおり着実に実行できるように、努

力をしていただいて、よろしくお願いい

たします。

　それから、二つ目の阪急正雀駅前地区

整備支援事業でございます。僕もちょっ

と見逃していたかもわかりませんけれど

も、ホームページのほうは事業をされて

いるということをアップされていないで

すか。

　正雀の名称をアピールしていただく資

料について作成されておりまして、正雀

のまちづくりに関しましても、一つ一つ

でございますけれども、しっかりと支援

していただいて、私は前回、学生の町と

いう観点からお話させていただいたんで

すけれども、大体、今、参加されている

方が５名ぐらいで、そういう視点も引き

続き、視野に入れていただいて、多くの

若い学生のご意見も聞いていただいて、

まちづくりに参加していただけたらいい

なと思います。

　それから、吹田操車場跡地のまちづく

りにつきまして、１点目は公園の整備、

それから、もう一つは共同電線溝につい

てご答弁いただきました。平成２３年度

は設計していくということでございます。

千里丘公園のゾーニング図というのをい

ただいておりまして、災害時には一時避

難地として避難広場と救護施設、それか

ら、荷物の搬入、炊き出し、非常用トイ

レなどの防災施設を集約した広場を設置

しています等々、こういう設計で出来上

がってくるのかと思います。その中に吹

田操車場の存在が後世に伝わるようなエ

リアを設けますというふうに、操車場の

記憶をとどめる素材等々と書いてあるん

ですけれども。吹田操車場跡地は明和池

跡地から土器等々が出まして、そういう

物も公園に置けたら、子供たちも、「あっ

こんなんがあったんや」と、見られると

思いますので、その辺の考えをお聞かせ

いただきたいと思います。

　電線共同溝に関しては、その５５０メー

トルの部分ということでご答弁あったん

ですけれども、そのほかの部分について

は、将来、そういうふうにされるのか。

もうされないのかという部分、もしご答
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弁いただけるんであれば、ご答弁いただ

きたいと思います。

　南千里丘まちづくり事業については担

当課が違うようになってくるかもしれま

せんけれども、市民との協働で南千里丘

のまちづくりの部分でしたら、都市景観

形成に関する基本方針の中の、４番に水

と緑を大切にした自然と触れ合える空間

の創出ということで、境川を想像するん

ですけれども、担当課がいろいろありま

すので、今後どうなっていくのか。もう

確かにマンションのほうへ引っ越しされ

ておられる人もいらっしゃいますし、やっ

ぱり境川を利用して、今、水質はどうか

わかりませんけれども、将来的に蛍を、

あそこで飼育されたり、それから見たり、

例えば、小さな小魚がたくさんいるよう

なビオトープ的なものに、市民との協働

でもっていったらどうかなと、これは要

望としておきます。

　以上で、２回目を終わります。

○木村勝彦委員長　磯崎参事。

○磯崎まちづくり支援課参事　吹田操車

場跡地のご質問に対して、ご答弁させて

いただきます。

　まず、１点目、千里丘公園のワークショッ

プを平成２０年度に５回ほど開催してお

りまして、先ほど、ゾーニング図とおっ

しゃっております部分、これはホームペー

ジでも公開しておったかと思います。市

民の皆さんのご意見をいただきまして、

こういう形で意見を取りまとめた状況で

ございます。これを踏まえまして、今後、

実施設計に取り組んでまいりたいと考え

ておるんですが、ご指摘の吹田操車場の

存在が後世に伝わるような施設というこ

とで、例えば、ゾーニング図にも書いて

おりますように、まくら木であったり、

ここに鉄道、操車場があったんだなとい

うようなものを残せるような形、例えば、

まくら木を用いた何かであったりとか、

遊具を例えば鉄道の形にするなりという

ようなものを、今後、実施設計の中で検

討してまいりたいと考えております。

　次に、電線共同溝、その５５０メート

ル以外は、今後、整備をしないのかとい

うことでございますが、今回の区画整理

事業にあわせまして、整備いたします区

間は５５０メートルなんですけれども、

そのほかにつきましては、今回の整備で

は行いませんが、将来にわたってしない

ということではなくて、その需要や土地

利用にあわせまして、将来、考えていく

というようなことになろうかと思います。

　今回、なぜしないのかということでご

ざいますが、例えば、今回します都市計

画道路沿いの５５０メートル以外の区間

につきましては、その構造上電線共同溝

を整備することが非常に難しいという問

題もございます。それで今回の整備区間

につきましては、吹田市との市境から山

田川の区間に入れさせていただくという

ことで計画しております。

○木村勝彦委員長　小山部長。

○小山都市整備部長　今の吹田操車場跡

地の電線共同溝の点について、補足させ

ていただきます。確かに都市計画道路で

電線共同溝を計画しておりますが、それ

以外にも道路があります。その部分につ

いては、どうなるのかということですが、

本来は電柱を建ててもてもいいような道

路になります。しかし、例えば、南千里

丘で実施しましたように、幹線道路は電

線共同溝の路線として認定してまいりま

した。それ以外については、電線共同溝

の認定はしておりません。でも、市のま

ちづくりの観点から、民間事業者が開発

される場合、電柱を建てないように協力

依頼かけまして、そういう建物計画、施

設配置をお願いして電柱をほかの路線に
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も建てないことで協力要請をしてまいり

たいと考えております。

○木村勝彦委員長　南野委員。

○南野直司委員　ご答弁いただきまして、

よくわかりました。南千里丘に関しまし

ては、都市景観形成基準ということでつ

くられておりますけれども、吹田操車場

跡地のまちづくりに関しては、このよう

な景観基準では設けられるのかどうか、

お聞かせいただきたいと思います。

○木村勝彦委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　吹田操車場

跡地におきましても、新たなまちづくり

というふうに考えておりますので、地区

計画、また、景観形成地区の指定は今後、

検討していきたいというふうに考えてお

ります。

○木村勝彦委員長　以上で、質疑を終わ

ります。

　暫時休憩します。

（午後０時　９分　休憩）

（午後０時１１分　再開）

○木村勝彦委員長　再開いたします。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○木村勝彦委員長　討論なしと認め、採

決いたします。

　議案第１号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○木村勝彦委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第９号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○木村勝彦委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　これで本委員会を閉会します。

（午後０時１２分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　駅前等再開発特別委員長

　　　　　　　　　　　木　村　勝　彦

　駅前等再開発特別委員

　　　　　　　　　　　渡　辺　慎　吾
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